
○蒲郡市空家等適正管理条例等施行規則 

平成２５年９月２５日 

規則第４０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１

２７号。以下「法」という。）及び蒲郡市空家等適正管理条例（平成２５年蒲郡

市条例第１７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の定義は、法及び条例において使用する用

語の例による。 

（情報提供） 

第３条 条例第６条の規定による情報提供は、空家等情報提供書（第１号様式）を

市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができる

ものとする。 

２ 市長は、前項の情報提供を受けたときは、当該情報を記録し、整理するものと

する。 

（協議会の会長及び副会長） 

第４条 条例第７条に規定する蒲郡市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）

に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（立入調査等） 

第５条 法第９条第２項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報

告徴収書（第２号様式）により行うものとし、当該報告は、空家等に係る事項に

関する報告書（第３号様式）によるものとする。 



２ 法第９条第３項の規定による立入調査に係る事前通知は、立入調査実施通知書

（第４号様式）により行うものとし、同条第４項に規定する身分を示す証明書は、

立入調査員証（第５号様式）とする。 

（管理不全空家等に対する指導） 

第６条 法第１３条第１項の規定による指導は、管理不全空家等指導書（第６号様

式）により行うものとする。 

（管理不全空家等に対する勧告） 

第７条 法第１３条第２項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書（第７号様

式）により行うものとする。 

（特定空家等に対する緊急安全措置） 

第８条 条例第８条の規定により所有者等の同意を得られたときは、特定空家等緊

急安全措置実施同意書（第８号様式）の提出を受けるものとし、緊急安全措置を

実施するときは、当該所有者等に対し、特定空家等緊急安全措置実施通知書（第

９号様式）により通知するものとする。 

（特定空家等に対する助言又は指導） 

第９条 法第２２条第１項の規定による助言は、原則として口頭により行い、同項

に規定する指導は、特定空家等指導書（第１０号様式）により行うものとする。 

（特定空家等に対する勧告） 

第１０条 法第２２条第２項の規定による勧告は、特定空家等勧告書（第１１号様

式）により行うものとする。 

（特定空家等に対する命令等） 

第１１条 法第２２条第３項の規定による命令は、特定空家等命令書（第１２号様

式）により行うものとする。 

２ 法第２２条第４項の規定による事前通知は、命令に係る事前の通知書（第１３

号様式）により行うものとする。 

３ 法第２２条第４項の規定による意見書の提出は、命令に係る事前の通知に対す

る意見書（第１４号様式）により行うものとする。 

４ 法第２２条第５項の規定による公開による意見の聴取の請求は、公開による意



見聴取請求書（第１５号様式）により行うものとする。 

５ 法第２２条第７項の規定による通知は、公開による意見聴取通知書（第１６号

様式）により行うものとする。 

（特定空家等に対する代執行） 

第１２条 法第２２条第９項及び第１１項の規定による行政代執行（以下単に「行

政代執行」という。）を行う場合における行政代執行法（昭和２３年法律第４３

号）第３条第１項の規定による戒告は、戒告書（第１７号様式）により行うもの

とする。 

２ 行政代執行を行う場合における行政代執行法第３条第２項の規定による通知は、

代執行令書（第１８号様式）により行うものとする。 

３ 行政代執行を行う場合における行政代執行法第４条に規定する証票は、行政代

執行責任者証（第１９号様式）とする。 

（その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第１０号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の蒲郡市空き家等適正管理条例施行規則の規定に

よる諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

附 則（令和６年規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年規則第６５号） 



この規則は、令和７年１月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




